
目

次

規

則

○
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
一

○
青
森
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
寄
附
金
を
定
め
る

た
め
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
県
民
生
活

文

化

課
）
…
二

○
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
三

○
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
三

○
青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
団
体
経
営

改

善

課
）
…
三

○
青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
水
産
振
興
課
）
…
三

○
青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
四

○
青
森
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（
消
防
保
安
課
）
…
四

○
青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
五

規

則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
九
号

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
号
様
式
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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青
森
県
報

号
外
第
二
十
一
号

令
和
四
年三

月
三
十
日

（
水
曜
日
）



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
九
号
様
式
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
法
人
県
民
税
、

法
人
事
業
税
、
特
別
法
人
事
業
税
更
正
（
決
定
）
書
の
用
紙
で
現
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
分

の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

青
森
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
寄
附
金
を
定
め
る
た
め
の
手
続
等
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
号

青
森
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
寄
附
金
を
定
め
る
た
め
の
手
続
等
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
寄
附
金
を
定
め
る
た
め
の
手
続
等
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
五
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
九
条
第
一
号
中
「
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
ロ
」
を
「
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一

項
第
三
号
ロ
及
び
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

役
員
等
に
対
す
る
報
酬
又
は
給
与
の
状
況

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
寄
附
金
を
定
め
る
た
め
の
手
続
等

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
青
森
県
控
除
対
象
特
定
非
営

利
活
動
法
人
に
係
る
寄
附
金
を
定
め
る
た
め
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
三
月
青

森
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
作
成
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
条
に
規
定

す
る
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
作
成
す
べ
き

書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
一
号

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
１
の
㈠
中
「
二
万
四
千
五
百
円
」
を
「
二
万
五
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の

㈡
中
「
一
万
五
千
六
百
円
」
を
「
一
万
五
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈢
中
「
一
万
五
千
二
百

円
」
を
「
一
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈣
中
「
一
万
四
千
七
百
円
」
を
「
一
万
四
千
八
百
円
」

に
改
め
、
同
１
の
㈤
中
「
一
万
五
千
六
百
円
」
を
「
一
万
五
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈥
中

「
二
万
六
千
三
百
円
」
を
「
二
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈧
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
を

「
二
万
四
千
八
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
別
表
第
二
の

一
の
１
の
㈠
、
㈣
、
㈥
及
び
㈧
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
二
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
備
考
一
の
５
中
「
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
備
考
一
の
４
中
「
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
備
考
中
三
を
削
り
、
四
を
三
と
し
、
五
を
四
と
し
、
六
を
五
と
す
る
。

別
表
第
三
の
備
考
中
三
を
削
り
、
四
を
三
と
し
、
五
を
四
と
し
、
六
を
五
と
し
、
七
を
六
と
す

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
三
号

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
四
号

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
五
号

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
表
第
二
号
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
表
第
三
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
六
号

青
森
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
五
月
青
森
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
中

「

を
」

初

任

教

育

「

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

」

初

任

総

合

教

育

「
初
任
教
育
」
を
「
初
任
総
合
教
育
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
初
任
教
育
」
を
「
初
任
総
合
教
育
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

消
防
職
員
に
対
す
る
初
任
総
合
教
育

（ ）4青 森 県 報 号外第21号令和４年３月30日 水曜日

種

目

教

科

目

授
業
時
間

（
単
位
時
間
）

基
礎
教
育

倫

理

五

法

学

基

礎
・
消

防

法

二
十

消

防

組

織

制

度

九

服

務

と

勤

務

二
十
八

理

化

学

十

小

計

七
十
二

実
務
教
育

予

防

広

報

二
十

危

険

物

八

消

防

用

設

備

十
二

査

察

二
十
七

建

築

十

安

全

管

理

十
六

特

殊

災

害

と

保

安

十

火

災

防

御

三
十

初
任
教
育

火

災

調

査

十
五

防

災

二
十
三

救

急

五
十

消

防

機

械
・
ポ

ン

プ

十

小

計

二
百
三
十
一

訓

練

礼

式

五
十

消

防

活

動

訓

練

八
十
二

救

助

訓

練

四
十
五



第
三
号
様
式
中
「
初
任
教
育
」
を
「
初
任
総
合
教
育
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
七
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
中
「
青
森
県
立
中
里
高
等
学
校
」
、
「
青
森
県
立
五
戸
高
等
学
校
」
、
「
青
森
県
立
田

子
高
等
学
校
」
、
「
青
森
県
立
黒
石
商
業
高
等
学
校
」
及
び
「
青
森
県
板
柳
警
察
署
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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実
科
訓
練

機

器

取

扱

訓

練

五
十
五

消

防

活

動

応

用

訓

練

八
十
五

体

育

五
十
五

小

計

三
百
七
十
二

実

務

研

修

三
十
五

そ

の

他

選

択

研

修

四
十

行

事

そ

の

他

五
十

小

計

百
二
十
五

計

八
百

救
急
業
務
及
び
救
急
医
学
の
基
礎

五
十

応

急

処

置

の

総

論

七
十
三

救

急

科

病

態

別

応

急

処

置

六
十
七

特
殊
病
態
別
応
急
処
置

二
十
五

実

習

及

び

行

事

三
十
五

計

二
百
五
十

合

計

千
五
十



（ ）6青 森 県 報 号外第21号令和４年３月30日 水曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


